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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
平成23年度
第１四半期
連結累計期間

平成24年度
第１四半期
連結累計期間

平成23年度

 

(自 平成23年
４月１日

至 平成23年
６月30日)

(自 平成24年
４月１日

至 平成24年
６月30日)

(自 平成23年
４月１日

至 平成24年
３月31日)

経常収益 百万円 10,955 10,014 41,377

経常利益 百万円 2,407 1,683 8,080

四半期純利益 百万円 1,205 1,155 ―

当期純利益 百万円 ― ― 3,988

四半期包括利益 百万円 1,516 1,436 ―

包括利益 百万円 ― ― 7,261

純資産額 百万円 78,441 84,554 83,650

総資産額 百万円 1,931,6842,078,2552,285,979

１株当たり四半期純利益
金額

円 6.80 6.52 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― 22.50

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
金額

円 － － ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― －

自己資本比率 ％ 4.03 4.03 3.63

(注) １　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。

２　１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載

しております。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社　愛媛銀行(E03663)

四半期報告書

 2/22



２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容について

は、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

該当事項なし。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び

連結子会社)が判断したものであります。

業績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務問題や長引く円高など、経済の不安定要因に加

え、今夏の電力安定供給への懸念など、依然として厳しい状況で推移し、先行き不透明な状況となっています。

愛媛県内の経済情勢につきましては、一部には持ち直しの動きも見られるものの、円高や電力供給の制約など

の影響から、依然として先行きが懸念される状況にあります。

このような状況にあって当行グループは、引き続きお客様第一主義の経営、地域経済に根ざした取り組みを実

践しました。経常収益は、貸出金利の低下もあり100億14百万円と、前年同四半期比9億40百万円の減収となった

ことから、経常利益は16億83百万円と、同比7億24百万円の減益となり、四半期純利益も11億55百万円と、同比50

百万円の減益となりました。

また、財務面において総資産は2兆782億円(前連結会計年度末比2,077億円減少)、純資産845億円(同比9億円増

加)となりました。

預金等残高(譲渡性預金含む)は1兆9,300億円と前連結会計年度末から2,057億円減少しました。貸出金残高に

ついても、個人・中小企業向け貸出に注力いたしましたが、中小企業の資金需要が依然として低迷していること

から、1兆3,442億円と同比11億円減少いたしました。

セグメント情報につきましては、次のとおりであります。なお、記載の金額は内部取引相殺前の金額であり、課

税取引については消費税及び地方消費税を含んでおりません。

銀行業の経常収益は、資金需要の低迷による資金運用収益の減少に伴い、前年同四半期比9億76百万円減少し

て92億82百万円、経常費用は77億34百万円となったことから、セグメント利益は同比7億56百万円減少して15億

47百万円となりました。

リース業、その他については前年同四半期とほぼ同様の結果となりました。

今後も「最初に相談される銀行」という愛媛銀行ブランドの確立を目指し、地域No.1の金融サービスの提供

を図るとともに、地域金融機関としての公共的使命と社会的責任を果たすため、金融サービス事業を通じてお客

様により信頼される企業活動を実践してまいります。
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国内・国際業務部門別収支

(業績説明)

当第１四半期連結累計期間においては、資金需要の低迷が続いたことから貸出金が伸び悩み、資金運用収支合

計は前第１四半期累計期間比2億80百万円減少し、69億24百万円となりました。役務取引等収支合計は、投資信託

等の販売が順調に推移したことから、前第１四半期連結累計期間比65百万円増加し、4億14百万円となりました。

その他業務収支合計は、国債等債券売却益の減少により、前第１四半期累計期間比7億34百万円減少し、10億79百

万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 6,708 496 － 7,205

当第１四半期連結累計期間 6,435 489 － 6,924

　うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 7,424 579 59 7,944

当第１四半期連結累計期間 7,241 572 63 7,750

　うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 715 82 59 739

当第１四半期連結累計期間 806 83 63 825

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 329 19 － 349

当第１四半期連結累計期間 394 19 － 414

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結累計期間 801 25 － 826

当第１四半期連結累計期間 910 25 － 935

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結累計期間 472 5 － 477

当第１四半期連結累計期間 516 5 － 521

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 1,726 87 － 1,813

当第１四半期連結累計期間 1,003 75 － 1,079

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結累計期間 1,844 87 － 1,932

当第１四半期連結累計期間 1,080 75 － 1,155

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結累計期間 118 － － 118

当第１四半期連結累計期間 76 － － 76

(注) １　「国内業務部門」は、当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行及び子会社の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２　「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

役務取引等収益合計は、投資信託等の販売が順調に推移したことから、前第１四半期連結累計期間比1億8百万

円増加し9億35百万円となりました。また、役務取引等費用合計は、前第１四半期連結累計期間比 43百万円増加

し5億21百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 801 25 － 826

当第１四半期連結累計期間 910 25 － 935

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結累計期間 230 － － 230

当第１四半期連結累計期間 236 － － 236

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 267 24 － 291

当第１四半期連結累計期間 265 24 － 289

　うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 84 － － 84

当第１四半期連結累計期間 144 － － 144

　うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 123 － － 123

当第１四半期連結累計期間 162 － － 162

　うち保護預り・
貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 37 － － 37

当第１四半期連結累計期間 37 － － 37

　うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 5 1 － 6

当第１四半期連結累計期間 3 0 － 4

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 472 5 － 477

当第１四半期連結累計期間 516 5 － 521

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 53 5 － 59

当第１四半期連結累計期間 53 4 － 57

(注)　「国内業務部門」とは当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行及び子会社の外貨建取引であります。ただ

し、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 1,588,75063,507 － 1,652,258

当第１四半期連結会計期間 1,672,60149,518 － 1,722,120

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 547,006 － － 547,006

当第１四半期連結会計期間 576,726 － － 576,726

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 1,033,746 － － 1,033,746

当第１四半期連結会計期間 1,093,207 － － 1,093,207

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 7,997 63,507 － 71,505

当第１四半期連結会計期間 2,666 49,518 － 52,185

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 128,128 － － 128,128

当第１四半期連結会計期間 207,902 － － 207,902

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,716,87863,507 － 1,780,386

当第１四半期連結会計期間 1,880,50449,518 － 1,930,022

(注) １　「国内業務部門」とは当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行及び子会社の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３　定期性預金＝定期預金＋定期積金
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

 

業種別

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,322,164100.00 1,344,262100.00

　製造業 120,404 9.11 121,977 9.07

　農業、林業 3,117 0.24 3,400 0.25

　漁業 5,094 0.38 4,859 0.36

　鉱業、採石業、砂利採取業 269 0.02 249 0.02

　建設業 45,485 3.44 40,009 2.98

　電気・ガス・熱供給・水道業 1,695 0.13 1,300 0.10

　情報通信業 7,137 0.54 6,199 0.46

　運輸業、郵便業 141,773 10.72 143,983 10.71

　卸売業、小売業 108,114 8.18 107,896 8.03

　金融業、保険業 29,412 2.22 23,947 1.78

　不動産業、物品賃貸業 108,002 8.17 97,542 7.26

　各種サービス業 147,451 11.15 144,974 10.78

　地方公共団体 113,406 8.58 137,656 10.24

　その他 490,797 37.12 510,264 37.96

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － －

　政府等 － － － －

　金融機関 － － － －

　その他 － － － －

合計 1,322,164― 1,344,262―

(注) １　「国内」とは、当行及び子会社で特別国際金融取引勘定分を除いたものであります。

２　当行には海外店及び海外に子会社を有する子会社はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 177,817,664同左

東京証券取引所
（市場第１部）
大阪証券取引所
（市場第１部）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当行におけ
る標準となる株式。
単元株式数は、1,000株

計 177,817,664同左 ― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年４月１日
　～平成24年６月30日

－ 177,817 － 19,078,883 － 13,213,941

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、平成24年６月30日現在の株主名簿が作成

されていないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名

簿による記載を行っています。

①　 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 589,000

―
権利内容に何ら限定のない当行にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

175,967,000
175,967 同上

単元未満株式
普通株式

1,261,664
― 同上

発行済株式総数 177,817,664― ―

総株主の議決権 ― 175,967 ―

(注)1　上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株（議決権 1個）含まれて

おります。また、「議決権の数(個)」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が 1個含まれております。

　　　2　単元未満株式には当行所有の自己株式917株が含まれております。

 

②　 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
㈱愛媛銀行

愛媛県松山市勝山町２丁目
１番地

589,000 ― 589,000 0.33

計 ― 589,000 ― 589,000 0.33
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任役員

 

　　　該当事項なし。

 

(2) 退任役員

 

　　　該当事項なし。

 

 (3) 役職の異動

 

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規

則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成24年４月１日　至

平成24年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

現金預け金 34,554 23,282

コールローン及び買入手形 392,753 209,492

買入金銭債権 37 23

商品有価証券 216 214

有価証券 458,530 450,939

貸出金 *1
 1,345,389

*1
 1,344,262

外国為替 8,939 6,674

リース債権及びリース投資資産 5,109 4,978

その他資産 11,665 9,861

有形固定資産 31,133 31,290

無形固定資産 609 753

繰延税金資産 5,952 5,527

支払承諾見返 6,888 6,405

貸倒引当金 △15,800 △15,452

資産の部合計 2,285,979 2,078,255

負債の部

預金 1,942,381 1,722,120

譲渡性預金 193,360 207,902

借用金 28,910 27,923

外国為替 10 4

社債 13,000 13,000

その他負債 11,997 10,536

役員賞与引当金 57 －

退職給付引当金 205 291

役員退職慰労引当金 433 445

利息返還損失引当金 57 57

睡眠預金払戻損失引当金 119 119

再評価に係る繰延税金負債 4,906 4,894

支払承諾 6,888 6,405

負債の部合計 2,202,328 1,993,700

純資産の部

資本金 19,078 19,078

資本剰余金 13,213 13,213

利益剰余金 38,687 39,332

自己株式 △218 △219

株主資本合計 70,760 71,405

その他有価証券評価差額金 4,775 5,040

土地再評価差額金 7,510 7,488

その他の包括利益累計額合計 12,285 12,528

少数株主持分 605 620

純資産の部合計 83,650 84,554

負債及び純資産の部合計 2,285,979 2,078,255
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(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

経常収益 10,955 10,014

資金運用収益 7,944 7,750

（うち貸出金利息） 6,878 6,657

（うち有価証券利息配当金） 923 911

役務取引等収益 826 935

その他業務収益 1,932 1,155

その他経常収益 *1
 251

*1
 172

経常費用 8,547 8,331

資金調達費用 739 825

（うち預金利息） 521 589

役務取引等費用 477 521

その他業務費用 118 76

営業経費 6,139 6,090

その他経常費用 *2
 1,071

*2
 817

経常利益 2,407 1,683

特別利益 7 －

固定資産処分益 7 －

特別損失 326 52

固定資産処分損 7 18

減損損失 － 33

その他の特別損失 319 －

税金等調整前四半期純利益 2,088 1,630

法人税、住民税及び事業税 1,160 485

法人税等調整額 △291 △29

法人税等合計 868 455

少数株主損益調整前四半期純利益 1,219 1,174

少数株主利益 14 19

四半期純利益 1,205 1,155

少数株主利益 14 19

少数株主損益調整前四半期純利益 1,219 1,174

その他の包括利益 296 261

その他有価証券評価差額金 296 261

四半期包括利益 1,516 1,436

親会社株主に係る四半期包括利益 1,500 1,420

少数株主に係る四半期包括利益 16 15
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【会計方針の変更等】

 

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当行及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

　　　　当第１四半期連結会計期間
　　　　(平成24年６月30日)

破綻先債権額 2,687百万円 2,639百万円

延滞債権額 39,206百万円 38,299百万円

３ヵ月以上延滞債権額 49百万円 27百万円

貸出条件緩和債権額 13,166百万円 14,096百万円

 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

(四半期連結損益計算書関係)

※１　その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

 
当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

貸倒引当金戻入益 93百万円  36百万円

償却債権取立益 3百万円  4百万円

株式等売却益 75百万円  11百万円

 

※２　その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

 
当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

貸出金償却 161百万円  155百万円

株式等売却損 476百万円  4百万円

株式等償却 371百万円  503百万円

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

　　　　当第１四半期連結累計期間
　　　　(自　平成24年４月１日
　　　　至　平成24年６月30日)

減価償却費 　　　231百万円 229百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１　配当金支払額
 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 531 3.00平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１　配当金支払額
 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 531 3.00平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額銀行業 リース業 計

経常収益        

  外部顧客に対する経常収益 10,153656 10,810144 10,955 － 10,955

  セグメント間の内部経常収益 105 98 203 436 639 △639 －

計 10,258755 11,014580 11,595△639 10,955

セグメント利益 2,304 34 2,339 83 2,423△15 2,407

(注)１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

　　２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステム管理・運営業務、

クレジットカード業務及び人材派遣業務等を含んでおります。

　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント利益の調整額15百万円は、

セグメント間の取引消去であります。
 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額銀行業 リース業 計

経常収益        

  外部顧客に対する経常収益 9,183 635 9,819 195 10,014 - 10,014

  セグメント間の内部経常収益 98 85 184 386 571 △571 -

計 9,282 721 10,003582 10,586△571 10,014

セグメント利益 1,547 53 1,601 86 1,688 △4 1,683

(注)１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

　　２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステム管理・運営業務、

クレジットカード業務及び人材派遣業務等を含んでおります。

　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント利益の調整額4百万円は、セ

グメント間の取引消去であります。
 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

 

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認

められるものはありません。
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(有価証券関係)

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認めら

れるものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しており

ます。

 

１　満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成24年３月31日)

 

 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 1,934 1,963 29

短期社債 ― ― ―

社債 6,912 6,959 47

その他 ― ― ―

合計 8,846 8,923 77

(注)　時価は、当連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

 

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)

 

 
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 1,934 1,956 22

短期社債 ― ― ―

社債 6,273 6,322 49

その他 ― ― ―

合計 8,207 8,278 71

(注)　時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。
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２　その他有価証券

前連結会計年度(平成24年３月31日)

 

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 13,876 16,645 2,769

債券 424,353 429,178 4,825

　国債 291,410 294,778 3,368

　地方債 60,924 61,963 1,038

　短期社債 ― ― ―

　社債 72,018 72,436 418

その他 523 496 △26

合計 438,753 446,321 7,567

(注)　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価

差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当連結会計年度における減損処理額は 561 百万円(全額株式)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価が50％以上下落した場合、また、時価

の下落が30％以上50％未満の場合は、過去の時価の水準等を勘案し、「回復する見込みがある」と認められない場合であ

ります。

 

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)

 

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 13,691 15,344 1,652

債券 416,841 423,509 6,667

　国債 275,979 280,451 4,472

　地方債 67,894 69,392 1,497

　短期社債 ― ― ―

　社債 72,967 73,665 697

その他 1,020 973 △46

合計 431,553 439,826 8,273

(注)　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表価額とするととも

に、評価差額を当第１四半期連結累計期間の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当第１四半期連結累計期間における、時価のある有価証券の減損処理額は430 百万円(全額株式)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価が50％以上下落した場合、また、時価

の下落が30％以上50％未満の場合は、過去の時価の水準等を勘案し、「回復する見込みがある」と認められない場合であ

ります。

EDINET提出書類

株式会社　愛媛銀行(E03663)

四半期報告書

19/22



(金銭の信託関係)

該当事項なし。

 

(デリバティブ取引関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものはありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項なし。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

  
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 円 6.80 6.52

 (算定上の基礎)    

　四半期純利益 百万円 1,205 1,155

　普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

　普通株式に係る四半期純利益 百万円 1,205 1,155

　普通株式の期中平均株式数 千株 177,242 177,226

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項なし。

 

 

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年８月10日

株　式　会　社　愛　媛　銀　行

　取　締　役　会　　御　中

 

新日本有限責任監査法人
   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 加 井 真 弓　　　印

   

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 堀　川　紀　之　　　印

   

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鶴　森　寿　士　　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
株式会社愛媛銀行の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計
期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日
から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結
損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限
定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社愛媛銀行及び連結子会社の
平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正
に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
 

（注）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
　　　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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